
 

 

 

○
総
務
省
令
第
七
十
八
号 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
条
第
三
号
、
第
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十

九
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
及
び
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
十
一
月
十
日 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

電
波
法
施
行
規
則
及
び
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一
頁 





  

 

 

 
（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分

が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

三
頁 











  

 

 

 
ア
 
1,8

92.
84
6
M
Hzを

超
え
1,
8
9
3.
146

MHz
以
下
及
び
1,90

6.
1
M
Hzを

超
え
1,
9
0
6.
754

MHz
未
満
の
周
波

数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
192

kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
－
31
dB以

下
の
値
 

 
イ
 
1,8

91.
29
6
M
Hzを

超
え
1,
8
9
2.
846

MHz
以
下
及
び
1,90

6.
7
5
4M
Hz以

上
1,
9
0
6.
848

MHz
未
満
の
周
波

数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
192

kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
－
36
dB以

下
の
値
 

5
2 

時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要

発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
⑴
及
び
⑵
並
び
に
18に

規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
 

5
2 

［
同
左
］
 

［
⑴
 
略
］
 

［
⑴
 
同
左
］
 

⑵
 
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
 

⑵
 
［
同
左
］
 

［
ア
 
略
］
 

［
ア
 
同
左
］
 

イ
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
5,
0
0
0k
Hzの

も
の
 

イ
 
［
同
左
］
 

［
(ア

)～
(カ

) 
略
］
 

［
(ア

)～
(カ

) 
同
左
］
 

［
削
る
］
 

(キ
) 

(ア
)か

ら
(エ

)ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
,90

6.
9
M
Hzを

超
え
1,
9
0
7.
9MH

z以
下
の
周
波
数
帯
に

お
い
て
は
、
任
意
の
１
MH
zの

帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は
－
36d

B以
下
、
子

機
に
あ
つ
て
は
－
25dB

以
下
の
値
 

(キ
) 

［
略
］
 

(ク
) 

［
同
左
］
 

ウ
 
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
10
M
H
zの

も
の
 

［
新
設
］
 

(ア
)  

中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
５
MHz

を
超
え
６
MH
z
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
30 

k
Hz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
－
18
dB

以
下
の
値
 

 

(イ
)  

中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
６
MHz

を
超
え
8.
6M
Hz

以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１

M
Hz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
－
10
dB

以
下
の
値
 

 

(ウ
)  

中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
8.6M

Hz
を
超
え
9.8

M
H
z
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の

１
MH
z
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は
－
29
dB

以
下
、
子
機
に
あ
つ
て
は
－

1
3dB

以
下
の
値
 

 

(エ
)  

中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
9.8M

Hz
を
超
え
20M

Hz
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１

M
Hz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は
－
36
dB

以
下
、
子
機
に
あ
つ
て
は
－
25 

dB
以
下
の
値
 

 

(オ)  
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
20MH

z
を
超
え
る
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１
MHz

の
帯
域

幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
－
36dB

以
下
の
値
 

 

(カ
)  

(ア
) か

ら
(オ) ま

で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
,89

5.
0
4
MHz

を
超
え
1,8

96.
19
2
M
Hz

以
下
、

1
,90

1.
9
5
2M
Hz

を
超
え
1
,903

.1
0
4
MHz

以
下
及
び
1,9

03
.68

MHz
を
超
え
1,
90
4.8

32M
Hz

以
下
の

周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
1.15

2
M
Hz

の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
－
1
2
d
B
以
下
の
値
 

 

(キ
)  

(ア
) か

ら
(オ

) ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
1
,92

0M
Hz

を
超
え
1
,9
30M

Hz
以
下
の
周
波
数
帯
に
お

い
て
は
、
任
意
の
10MH

z
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は
－
30
dB

以
下
、
子
機

 

八
頁 





  

  

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
及
び
時
分

割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
若
し
く
は
法
第
三
十

八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
三

十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力

を
有
す
る
。 

３ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
及
び
時
分

割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基

準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
〇
頁 


